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別
添
１政

見
放
送
及
び
経
歴
放
送
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案
新
旧
対
照
条
文

○
政
見
放
送
及
び
経
歴
放
送
実
施
規
程
（
平
成
六
年
自
治
省
告
示
第
百
六
十
五
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
録
音
及
び
録
画
の
方
法
等
）

（
録
音
及
び
録
画
の
方
法
等
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
等
の
政
見
の
録
音
又
は
録
画
は
、
前
項
各
号
に

２

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
等
の
政
見
の
録
音
又
は
録
画
は
、
前
項
各
号
に

掲
げ
る
方
式
に
従
い
、
日
本
放
送
協
会
及
び
一
般
放
送
事
業
者
の
定
め
る
と

掲
げ
る
方
式
に
従
い
、
日
本
放
送
協
会
及
び
一
般
放
送
事
業
者
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
別
表
第
二
に
掲
げ
る
選
挙
区

こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
別
表
第
二
に
掲
げ
る
選
挙
区

の
う
ち
二
以
上
の
選
挙
区
に
お
い
て
衆
議
院
名
簿
の
届
出
を
行
っ
た
又
は
行

の
う
ち
二
以
上
の
選
挙
区
に
お
い
て
衆
議
院
名
簿
の
届
出
を
行
っ
た
又
は
行

お
う
と
す
る
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
等
の
政
見
の
録
音
又
は
録
画
は
、
単

お
う
と
す
る
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
等
の
政
見
の
録
音
又
は
録
画
は
、
単

独
方
式
又
は
対
談
方
式
に
よ
り
政
見
の
録
音
又
は
録
画
を
行
っ
た
物(

全
国

独
方
式
又
は
対
談
方
式
に
よ
り
政
見
の
録
音
又
は
録
画
を
行
っ
た
物(

全
国

を
通
じ
て
一
の
物
に
限
る
。)

及
び
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
式
の
い
ず
れ
か

を
通
じ
て
一
の
物
に
限
る
。)

及
び
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
式
の
い
ず
れ
か

一
の
方
式
に
よ
り
政
見
の
録
音
又
は
録
画
を
行
っ
た
物
を
組
み
合
わ
せ
て
行

一
の
方
式
に
よ
り
政
見
の
録
音
又
は
録
画
を
行
っ
た
物
を
組
み
合
わ
せ
て
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

う
こ
と
が
で
き
る
。

３

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
等
の
政
見
の
録
音
又
は
録
画
は
、
第
一
項
各
号

３

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
等
の
政
見
の
録
音
又
は
録
画
は
、
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
方
式
又
は
組
合
せ
方
式(

単
独
方
式
、
対
談
方
式
及
び
複
数
方
式

に
掲
げ
る
方
式
又
は
組
合
せ
方
式(

単
独
方
式
、
対
談
方
式
及
び
複
数
方
式

の
い
ず
れ
か
一
の
方
式
に
よ
り
政
見
の
録
音
又
は
録
画
を
行
っ
た
物
を
二
つ

の
い
ず
れ
か
一
の
方
式
に
よ
り
政
見
の
録
音
又
は
録
画
を
行
っ
た
物
を
二
つ

組
み
合
わ
せ
て
政
見
の
録
音
又
は
録
画
を
行
う
方
式
を
い
う
。)

に
従
い
、

組
み
合
わ
せ
て
政
見
の
録
音
又
は
録
画
を
行
う
方
式
を
い
う
。)

に
従
い
、

日
本
放
送
協
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

日
本
放
送
協
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

４

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
等
又
は
当
該

４

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
等
又
は
当
該

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
等
か
ら
自
ら
が
選
定
し
た
手
話
通
訳
士(

平
成
元

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
等
か
ら
自
ら
が
選
定
し
た
手
話
通
訳
士(

平
成
元

年
厚
生
省
告
示
第
百
二
十
二
号
の
手
話
通
訳
士
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

一

年
厚
生
省
告
示
第
百
二
十
二
号
の
手
話
通
訳
士
を
い
う
。)

一
人
に
よ
る
手
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人
に
よ
る
手
話
通
訳
を
付
し
て
政
見
を
録
画
す
る
よ
う
申
込
み
が
あ
っ
た
と

話
通
訳
を
付
し
て
政
見
を
録
画
す
る
よ
う
申
込
み
が
あ
っ
た
と
き
は
、
日
本

き
は
、
日
本
放
送
協
会
及
び
一
般
放
送
事
業
者
は
、
当
該
手
話
通
訳
士
に
よ

放
送
協
会
及
び
一
般
放
送
事
業
者
は
、
当
該
手
話
通
訳
士
に
よ
る
手
話
通
訳

る
手
話
通
訳
を
付
し
て
政
見
を
録
画
す
る
も
の
と
す
る
。

を
付
し
て
政
見
を
録
画
す
る
も
の
と
す
る
。

５

候
補
者
等
の
政
見
の
録
音
又
は
録
画
は
着
席
し
た
当
該
候
補
者
等
本
人
に

５

候
補
者
等
の
政
見
の
録
音
又
は
録
画
は
着
席
し
た
当
該
候
補
者
等
本
人
に

つ
い
て
行
う
も
の
と
し
、
対
談
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
方
法
に
よ
る
録
音
又

つ
い
て
行
う
も
の
と
し
、
対
談
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
方
法
に
よ
る
録
音
又

は
録
画
は
行
わ
な
い
。

は
録
画
は
行
わ
な
い
。

６

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
候
補
者

等
か
ら
自
ら
が
選
定
し
た
手
話
通
訳
士
一
人
に
よ
る
手
話
通
訳
を
付
し
て
政

見
を
録
画
す
る
よ
う
申
込
み
が
あ
っ
た
と
き
は
、
日
本
放
送
協
会
及
び
第
二

条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
一
般
放
送
事
業
者
の
う
ち
、
当
該
選

挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
が
定
め
る
放
送
事
業
者
は

、
当
該
手
話
通
訳
士
に
よ
る
手
話
通
訳
を
付
し
て
政
見
を
録
画
す
る
も
の
と

す
る
。

７

（
略
）

６

（
略
）

８

（
略
）

７

（
略
）

９

（
略
）

８

（
略
）


